
                                  

鳥取県立鳥取養護学校・鳥取県立白兎養護学校給食調理等業務委託企画提案書作成要領 

 

 

１ 企画提案書の内容 

  鳥取県立鳥取養護学校・鳥取県立白兎養護学校給食調理等業務委託に係る総合評価一般競争入

札における企画提案書については、鳥取県立鳥取養護学校・鳥取県立白兎養護学校給食調理等業務

委託仕様書（以下「仕様書」という。）の該当項目に対応する下記企画提案項目について作成する

こととし、企画提案内容を具体的に分かりやすく記載すること。 

  なお、企画提案内容に下記企画提案項目に該当する記載がない場合は、未記入として扱うことが

ある。 

  また、企画提案する内容は、提案者が提出する入札価格内で実現可能なものであること。 

 

２ 企画提案項目 

（１）学校給食業務に応札した理由及び運営方針について 

   （仕様書「１ 基本理念」関係） 

 

（２）適切な施設設備の確保について 

   （仕様書「10 経費負担区分（1）カ」関係） 

    ※可能な場合は、図面・設備一覧を添付ください。 

 

（３）栄養管理・献立管理に係る連携について 

   （仕様書「12 栄養管理及び献立管理」関係） 

 

（４）食材の選定の考え方について（外国産、冷凍食品、加工食品） 

   （仕様書「14 給食材料の調達」関係） 

 

（５）食材の選定について（地産地消） 

   （仕様書「14 給食材料の調達」関係） 

 

（６）食材の保管管理について 

   （仕様書「14 給食材料の調達」関係） 

 

（７）調理等業務における人員確保について 

   （仕様書「17 業務従事者」（１）関係） 

 

（８）業務の人員体制・指揮命令系統について 

   （仕様書「17 業務従事者」（１）関係） 

※この企画提案書作成要領の『様式１（業務従事体制）』も合わせて提出すること。 



（９）業務従事者への教育について 

   （仕様書「17 業務従事者」（２）関係） 

 

（10）非常時・事故発生時の給食確保について 

   （仕様書「19 非常時及び事故発生時の対応」（１）関係） 

 

（11）異物混入発生時の対応について 

   （仕様書「19 非常時及び事故発生時の対応」（２）関係） 

 

（12）業務従事者に係る衛生管理について 

（仕様書「11 衛生管理」関係） 

 

（13）厨房施設内の衛生管理について 

（仕様書「11 衛生管理」、「10 経費負担区分（1）カ」関係） 

 

３ 企画提案書の作成及び提出 

（１）書式は、自由とする。 

（２）提出部数は正本１部、副本７部とする。（副本は、複写可。） 

  ・企画提案書は正本の１部を除き、社名、社印その他社名が特定されるような記述は、表紙だけ

でなく、全ページにわたって一切記載しないこと。 

（３）提出方法は、入札日（令和７年 12 月 17 日(水)午後２時 ※郵送等による場合は午前９時ま

で）に持参又は郵便等によること。ただし、郵便等は、書留郵便（親展扱いとすること。）又は

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14年法律第 99号）第２条第６項に規定する一

般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定

する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（親展扱いとすること。）によること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式１） 

業務従事体制 

１ 組織図 

   ※個人の氏名等個人情報は記載しないこと。 

     ※指揮命令系統が分かるもので、配置する職名（業務）、人数を記載すること。 

   ※受託責任者の指揮監督など、業務従事体制の考え方を記載すること。 

     ※業務委託後は、原則として本体制を下回ってはならないこと。 

 

 （例） 

        ◇◇◇◇  △△△△   ▽▽▽▽ 

        （ 人）          （ 人） 

 

 

    （ 人） 

 

 □□□□ 

                                            （ 人） 

 

 

         ※・・・・・については、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

         ※・・・・・については、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

２ 配置職員の職種等 

 

職種（職名） 

 

雇用関係 

 

月勤務日数 

 

担当する業務内容 

 

資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 組織図に対応する配置職員全てについて記載すること。 

※個人の氏名等個人情報は記載しないこと。 

（注２） 次に掲げる者については、必ず配置すること。 

               ・受託責任者 

        ・調理責任者 

        ・栄養士法（昭和 22年法律第 245 号）第１条第１項に定める栄養士の資格を有す

る者 


